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□
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
損

害
賠
償
の
額
の
決
定
及
び
和
解
）

内
容  

町
職
員
が
公
用
車
を
住
宅
の

塀
に
接
触
さ
せ
損
害
を
与
え
た
こ
と

に
対
し
て
、
損
害
賠
償
す
る
も
の
で

す
。
賠
償
額
は
２
万
９
、
７
０
０
円

で
、
公
用
自
動
車
事
故
共
済
保
険
で

全
額
対
応
し
ま
し
た
。

□
芳
賀
町
出
産
祝
金
支
給
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

内
容  

人
口
減
少
対
策
と
し
て
、
出

生
児
１
人
に
つ
き
10
万
円
を
祝
金
と

し
て
支
給
す
る
も
の
で
す
。

□
芳
賀
町
防
災
行
政
無
線
施
設
の
設

置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

内
容  

本
年
度
デ
ジ
タ
ル
化
更
新
工

事
で
設
置
し
た
防
災
行
政
無
線
施
設

に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
244
条
の

２
の
規
定
に
基
づ
き
、
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
事
項
を
条
例
で
定
め
る

も
の
で
す
。

□
芳
賀
町
子
ど
も
の
た
め
の
教
育 

・
保
育
に
関
す
る
利
用
者
負
担
額
を

定
め
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

内
容  

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
が

平
成
27
年
４
月
１
日
に
施
行
さ
れ
る

こ
と
に
伴
い
、
子
ど
も
の
た
め
の
教

項
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

□
芳
賀
町
交
通
指
導
員
設
置
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

内
容   

交
通
指
導
員
を
教
育
指
導
員

と
一
般
指
導
員
と
し
て
定
義
し
て
い

る
が
、
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の

も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
交
通
指

導
員
の
み
を
対
象
と
す
る
た
め
条
例

の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

□
芳
賀
町
消
防
団
員
の
定
員
、
任
免
、

給
与
、
服
務
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

内
容  

消
防
団
本
部
は
、
現
在
８
名

体
制
で
す
が
、
本
部
機
能
強
化
を
図

る
必
要
が
あ
る
た
め
、
副
団
長
を
１

名
増
や
し
、
定
数
を
200
名
か
ら
201
名

に
変
更
す
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
消

防
団
員
の
処
遇
の
改
善
等
に
つ
い
て

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
団
員
が

公
務
の
た
め
に
出
場
し
た
場
合
の
費

用
弁
償
を
活
動
時
間
に
応
じ
て
支
給

す
る
よ
う
変
更
す
る
も
の
で
す
。

□
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の

の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

内
容  

教
育
委
員
長
制
度
が
廃
止
さ

れ
る
こ
と
に
伴
い
、
委
員
長
の
項
目

を
削
除
、
交
通
指
導
員
設
置
条
例
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
一
般
指
導
員
の

文
言
を
削
除
す
る
も
の
で
す
。
ま
た
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育
・
保
育
給
付
を
受
け
る
小
学
校
就

学
前
の
子
ど
も
の
保
護
者
が
負
担
す

べ
き
費
用
に
つ
い
て
、
条
例
で
規
定

す
る
も
の
で
す
。
具
体
的
な
金
額
は

規
則
に
委
任
し
ま
す
。

□
芳
賀
町
教
育
長
の
勤
務
時
間
、
休

日
、
休
暇
及
び
職
務
専
念
義
務
の

特
例
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

内
容  

教
育
長
が
特
別
職
に
な
る
こ

と
か
ら
、
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇

等
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
す
。

□
芳
賀
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

内
容  

人
事
院
勧
告
に
伴
う
国
家
公

務
員
の
給
与
改
定
に
準
じ
て
、
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
、
給
料

月
額
を
平
均
２
％
引
き
下
げ
る
も
の

で
す
。
な
お
、
平
成
30
年
３
月
31
日

ま
で
は
現
給
が
保
証
さ
れ
ま
す
。

□
芳
賀
町
行
政
手
続
条
例
の
一
部
改

正
に
つ
い
て  

内
容  

行
政
手
続
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
が
平
成
27
年
４
月
１
日
か

ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

□
芳
賀
町
行
政
財
産
使
用
料
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

内
容  
電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
条
例
の
引
用
条

３月定例会の概要
平成27年第１回芳賀町議会定例会は、３月３日から18日までの間、次の日程で開かれました。平成27年第１回芳賀町議会定例会は、３月３日から18日までの間、次の日程で開かれました。

期　日 会 議 名 内　　　　　　　容
3月３日 本会議 全議案提案理由の説明、発議案件採決

3月５日 本会議 一般質問

3月６日 本会議 当初予算を除く案件の質疑・討論・採決

3月９日
本会議
常任委員会

当初予算質疑・常任委員会付託
教育民生常任委員会書類審査

3月11日 常任委員会 教育民生常任委員会書類審査

3月12日 常任委員会 産業建設常任委員会書類審査

3月13日 常任委員会 総務常任委員会書類審査

3月16日 常任委員会 各常任委員会現地審査

3月18日 本会議 常任委員長当初予算審査結果報告・委員長に対する質疑・討論・採決

条例改正・平成２７年度予算など５２議案を可決
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新
た
に
位
置
づ
け
る
も
の
と
そ
の
他

金
額
の
変
更
で
す
。

□
芳
賀
町
光
の
道
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
施

設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

内
容
「
ひ
か
り
多
チ
ャ
ン
ネ
ル

サ
ー
ビ
ス
」
を
追
加
す
る
も
の
で
、

既
存
の
デ
ジ
タ
ル
多
チ
ャ
ン
ネ
ル

サ
ー
ビ
ス
に
歌
謡
曲
、
映
画
、
ド
ラ

マ
な
ど
、
４
つ
か
ら
５
つ
の
専
門
番

組
を
追
加
し
、
加
入
者
の
ニ
ー
ズ
に

対
応
す
る
も
の
で
す
。

□
芳
賀
町
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

内
容  

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の

一
部
が
改
正
さ
れ
る
た
め
条
例
中
の

法
律
名
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

□
芳
賀
町
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

□
芳
賀
町
法
定
外
公
共
物
管
理
条
例

の
一
部
改
正
に
つ
い
て

内
容  

道
路
法
施
行
令
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

□
芳
賀
町
空
き
地
等
の
環
境
保
全
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

内
容  

国
に
お
い
て
新
た
に
施
行
さ

れ
た
「
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す

る
特
別
措
置
法
」
に
基
づ
き
指
導
業

務
を
行
う
た
め
、
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
も
の
で
す
。

□
芳
賀
町
こ
ど
も
医
療
費
助
成
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

内
容  

県
の
こ
ど
も
医
療
費
現
物
給

付
対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
と
と
も
に
、

子
育
て
支
援
と
し
て
対
象
年
齢
を
18

歳
ま
で
引
き
上
げ
る
た
め
、
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

□
芳
賀
町
特
定
疾
患
者
福
祉
手
当
支

給
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

内
容  

指
定
難
病
の
改
正
に
よ
り
、

対
象
疾
患
が
58
か
ら
110
に
増
え
た
こ

と
に
よ
り
、
福
祉
手
当
受
給
資
格
の

範
囲
を
広
く
す
る
た
め
、
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

□
芳
賀
町
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改

正
に
つ
い
て

内
容  

介
護
保
険
法
施
行
令
、
介
護

保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関

す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
、

介
護
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
の
施
行
に
伴
い
、
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

□
芳
賀
町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び

運
営
に
係
る
基
準
等
を
定
め
る

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

□
芳
賀
町
指
定
地
域
密
着
型
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地

域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効

果
的
な
支
援
の
方
法
に
係
る
基

準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改

正
に
つ
い
て

□
芳
賀
町
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の

事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に

指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る

介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な

支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
等

を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

内
容  

介
護
保
険
法
施
行
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
施
行
に
伴

い
関
係
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も

の
で
す
。

□
芳
賀
町
奨
学
資
金
貸
与
条
例
の
一

部
改
正
に
つ
い
て

□
芳
賀
町
奨
学
基
金
の
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

内
容  

奨
学
資
金
を
年
賦
、
月
賦
等

に
よ
り
返
還
す
る
町
内
在
住
者
に
対

し
て
、
最
大
で
返
還
額
を
貸
与
額
の

２
分
の
１
に
減
額
す
る
た
め
、
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

□
芳
賀
町
長
等
の
給
与
及
び
旅
費
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

内
容  

教
育
長
が
特
別
職
に
な
る
こ

と
か
ら
、
条
例
中
に
教
育
長
を
追
加

す
る
も
の
で
す
。

□
芳
賀
町
教
育
に
関
す
る
事
務
の
職

務
権
限
の
特
例
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正
に
つ
い
て

内
容  

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
引
用
条
項
の
改
正
を
行
う
も

の
で
す
。

□
芳
賀
町
道
路
線
の
廃
止
に
つ
い
て

□
芳
賀
町
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

□
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て

□
損
害
賠
償
の
額
を
定
め
る
こ
と
に

つ
い
て

□
損
害
賠
償
の
額
を
定
め
る
こ
と
に

つ
い
て

□
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

□
芳
賀
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
規

約
の
変
更
に
つ
い
て

□
下
水
道
資
源
化
工
場
施
設
の
建
設

及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
事
務

の
委
託
に
関
す
る
規
約
の
変
更

に
つ
い
て

□
平
成
26
年
度
芳
賀
町
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
６
号
）

□
平
成
26
年
度
芳
賀
町
国
民
健
康
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
）

□
平
成
26
年
度
芳
賀
町
農
業
集
落

排
水
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

□
平
成
26
年
度
芳
賀
工
業
団
地
排
水

処
理
セ
ン
タ
ー
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
１
号
）

□
平
成
26
年
度
芳
賀
町
介
護
保
険
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

□
平
成
26
年
度
芳
賀
町
公
共
下
水
道

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

２
号
）

□
平
成
26
年
度
芳
賀
町
祖
母
井
南
部

土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
１
号
）

□
平
成
26
年
度
芳
賀
町
後
期
高
齢
者

医
療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）

□
芳
賀
町
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部

改
正
に
つ
い
て

□
芳
賀
町
議
会
政
務
活
動
費
の
交
付

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

議案番号 発議第２号

議 案 名
芳賀町議会政務活
動費の交付に関す
る条例の一部改正
について

採 決 年 月 日 ３月３日
水 沼 孝 夫 ○
北 條 　 勲 ○
市 川 宗 司 ○
小 林 一 男 ○
石 川 　 保 ○
増 渕 さ つ き ○
小 林 俊 夫 ○
岩 村 治 雄 ×
杉 田 貞 一 郎 ○
小 林 信 二 ○
大 島 　 浩 ○
見 目 　 匡 ○
賛 　 成 11
反 　 対 １
採 決 結 果 賛成多数

（可決）
○：賛成　×：反対
＊小林隆志議員は議長のため採決に加わりません

賛 否 の 公 表賛 否 の 公 表


